
青森路における青年層の飲酒実態について
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はじめに

1 諦査の罰的

を

予防対策、

ら{点舶を

飲j阿対策、 1'1 

.飲淵について

られているが、それらに統を行なったひ県内の小学生、

いて大J学y戸，1生主や守寺ql可IJドf守学?斗十校支/小!主:守等;にf民{そ主ιねi乙νiし江}点i
寸す吋で;に二、大学f七1干のl喫煙状況については報;なされており、

のである

に対する考えノゴを調子tしたも

に関する実態も し、飲j丙対筑 lこ役、i'，てることを

的としたものである

2 捌査対象

県内の太及び専 (大学:6 咋門学校:4 

3 謂査期間

2008 (平成20)年生 jjから2008( 7JJまで

4 調査の委託内容

( 1 ) 

( 2 ) タベー -システム

3 )調査依頼i議長11

い調査:誌の発送と

5 )調官内容の集計・分析

6 )械行~:の作成および発j、三

( 7 )アンケート粘*公表

( 8) I鵠:先スケジュール(去 1) 

表1 調査スケジューん
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アンケート

1 )弘liiiii!.:院大学社会制十Ir.'下i¥:IS 2 )弘前?I時大学:{j'議予言 3)弘 lì言大学大学l~êf~1'陛下M究科

4 )弘!日i学院大学屯r符.fll¥センタ← 5 )弘前乍院大学総務11県
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71若手県における I¥fl'肘の飲iJ'li'Jミ態について

5 倫躍的配議

青森県健康子Mtli:部保健衛生課かちの委託を受けて行った「

告」の訓告?車fij長を基にしているひ委託J司令1のキ:i'f*O)詑!日及び研究報;itを公点することについ

て辻、青森県健康福祉部保健衛坐謀より文九;による許可を

にあたって辻、各学校の代表f'j'に研究iI (I~ 及

して、各学校の代表長から

|期する裂liljや意見についてはいつでも芥えられる別立があることをII棋にで説明を行ったり

以上は、ヒトを対象とする医学的研究の論理的iJ;(WJをぶしたヘルシンキ完 iIを順守し

態調官への協々はlul以ボックスへの投詞をもって同意とみなしたの持られたヂ」タ

行い、その際、施設や1t~1 人が持定されないように配癒したり

廷 青年層の飲酒撲態語査結果の集計

1 鵠葺業施結果

まとめ]

( 1 )県内大学 6

( 2 )その内、

としたり

表2 調査由設率

表3 調査対象者の概要

21.日沿 12.2(，K) 

28.1% 15.9(込

20.9% 11.9% 

7.9% 1.5<め

5.2% 2.9% 

100% 56.7% 

づたり Inl符のうち、
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弘前学院大学社会制祉学部研究紀型 第IO~. (20 ¥Oi'r:) 

2 飲酒経験者の状況

(質問 l あなたはお桝を飲みますか?) 

表4 飲酒経験者の状況

飲みます
以前は飲んでいた

飲みません li十

「入薮 厄
が、 今は「や瓦めた盃 卜一一

人数 人数 訓合 人数 訓合

18歳以ド 203 53.7% 10 2.6% 165 43.7% 378 100% 
19';& 358 65.2% 18 3.3% 173 31.5% 549 100% 
20，:& 192 79.0% 7 1.1% 124 19.9% 623 100% 
21，注 320 78.6% 9 2.2% 78 19.2% 407 1009，6 
22，単 90 73.8% 2 1.6<J1) 30 24.6% 122 100% 

23成以上 56 57.l% 5 5.l% 37 
3277..89% % 

98 100% 
全イr齢 1.519 69.8% 51 2.3% 607 2.177 L 型笠

|・飲みますロ以前は飲んでいたが、今はやめた口飲みません|

全年齢(n=2177)

男性 (n=1235)

女性 (n=942) 

未成年(n=927) 

成人 (n=1250)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

図1 飲酒経験者の状況

[まとめ]

( 1 )全年齢では、 IJ見fr:飲j阿している(飲みます)J学中の割合は69.8%、「以前は飲んでいたが今は

やめたjヴプI~のWiJ fì は2.3%、「飲酒しな L、J;{:'I=.'土27.9%である。(凶 1) 

( 2 )未成年のうち、「現在飲消している(飲みます)J学斗:は60.5%で、成人の76.6%よりも割合が少ない。

( 1ヌ11) 

( 3 )リJ'I''I:/女'1"1:においては、飲酒の割合に庄はなV¥ () ([ヌ11) 
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自庶民Lにおける 11r- {r~マの飲制定lL~ について

3 酒を飲みだした時期

(質問 2 お洞の飲むようになったのはいつごろですか?) 

表5 お酒を飲みだした時期

小学'''- 中学'1:. 1_1)校生
大学牛・

その他

人数 割合 人数 割介
人数691 3割5.合49¥) 11:時:人数l「1;Iiリf5T元日記~ I '，I;IJ合

ー ト -一一 一 一

8~~定以卜ー 11 5.6% 691 35.4% 1951 100% 

19歳 12 3.3% 96 26.6% 131363% 121335%3 l ト 0.3%1 361 1 100% 

20歳 26 5.5% 62 13J(}{) 12826.9% 2565534..09%% 0.6%475100% 
21 成 8 2.6% 34 10.9% 

99 337116%%|一 一169 一一一~一l 一O1一-O0% 一 31一31一H一0000%% 一
22i~)t 1.1% 13 14.6% 334246722.7%% %89  

23歳以上 5.1% 5 8.5% 101 16.9% 1 37 一寸rt-る6.8% 1 591 100% 
全{I'齢 61 4.1% 279 18.7% 470 1 :n .5% 1 670 1 14.9% 1 12 1 0.8% 1 1.492 1 100% 

|図小学生 -中学生 口高校生 ロ大学生・専門学校生

凪i----C l
全年齢(n=1492)

男性 (n=825)

女性 (n=667l

未成年(n=556)I 4Z.A. 36.0% 21.t‘ 10.4% 

成人 (n=936)

0% 10% 20百 30% 40喝 50% 60% 70唱 80出 90% 100唱

図2 お酒を飲みだした時期

[まとめ]

( 1 )女性においては、洞を飲みだした時期が「中学生J20.8%で、男'tt17%の訓合に比較して多し ¥0 (1ヌl

2 ) 

( 2 )未成年においては、川を飲みだした時期が 1'1'学生J29.7%と、成人12.2%より多く、成人では「大

学・ 専門学校!I:.J53.8%の割合が多し、。(fズ12)
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弘前学院大学社会福祉学部研究紀要 第1O-~・ (201O{1:) 

4 どのくらいの頻度で飲むか

(質問3 現主、どのくらいの頻度で飲みますか?) 

表6 どのくらいの頻度で飲むか
国一一円借 』一一一

人ほ数ほの):11 週2-5割|合| 週 11111f~U主 )1 2 -3同 JJ 1 11-11杭皮

人数 人数 人数
凶---- 一一一一一一一

~lflJリノLLJ 人 数計IJ(j- 割合 ;刊介 人数 割合

18u:t以 f 5 2.5% 31 15.3% 
578 9 

29.2(}{) 66 32.7% 
l4oo 1 

20.3% 2021 100% 
I%:t 11 3.1% 45 12.7% 22.0% 120 

3323..99% % 
28.2% 351 100% 

20歳
ート 一 一一

20 4.1% 60 12.3% 102 20.9% 160 145 29.8% 487 100% 
ト一一一一

2IJ:r:t 9 2.8% 16 14.5% 74 23.3% 99 31.1% 90 28.3% 3818 9 100% トー

32歳2J以，:;.見、 トー 11 1.5% 15 16.9% 19 21.3% 34 38.2% 17 19.1% 100% 
23~}}， 1'_ 1 61 11.1% 7 13.0% 12 

2222..29% % 
9 16.7% 20 37.0% 51 100% 

全"1:齢 551 3.7% 204 13.6% 344 488 32.4% 413 27.5% 1.504 100% 

i日

|図 lま白白ι週2-5日 口週1回程度図月 2-3回 口 月1回程度|

全体 (n=1504)

男性 (n二839)

女性 (n=665)

未成年(n=556)

成人 (n=948)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

図3 どのくらいの頻度で飲むか

[まとめ]

( 1 )全年齢、リj性/ !J:.性、成人/本成'.fにおいて、 rJJ2~3 回」の飲酒の割合が多し\() (凶3) 

( 2 )久リ性は男性に比較し、「週 2~ 5 IIJの飲酒の割合が少ない口(閃 3) 

( 3 )成人/未成年においては、「迦 2~ 5 HJの飲刑の割合がほぼ同数であったり(凶3) 
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点二森県における r 1j: l，r屑の飲掛'kíl.~について

6 朝酒・迎え漉の経験

(質問10 あなたは今までに、朝桝や迎え桝 ことがありま

表7 朝澗・迎え酒の経験

.あ空-竺竺?と i

期性 (n=824)

女性 (n:::告66)

来成年(n=551)

(n=939) 

。% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

関4 朝酒・迎え酒の経験

まとめ)

( 1 )朗読1・逆え認可の帝王l換のある fはしリは、久j'!J5.9 %よりりH'!J9.7%と'81J什が多く、ぷ成:fF15.1 % 

より成人19.7%の市介が多いの (1叫4

( 2 )全体に判例え出の粁l換の為る[はしづと Ifll符したマソ1:，の;ijリ介は20%以 i、ぬである() (lヌ14
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弘前学院大学社会福祉学部研究紀要 都10~J' (2010"1:) 

E 考察

わが|玉|の酒類(アルコールの消費)の消費最は、 50年間で10倍以上に増えている(厚性 1'1)干、

2004)口最近のアルコール飲料の自動販光機数は18万台以上を数え、未成年荷がj阿賀iを谷易に人子でき

j同類の消費を増加していると J号えられる。日本特有の現状であろう。アルコールが関係している事件

は年々増加する傾向にあり、アルコール依存杭行-との深い関係が指摘されている u アルコール関連疾

忠の治療費は、 H 本の総医療費(約20~ら 1 1 1)の約 5% を占め、肝臓病、糖以病、杯臓病、脳JftL符|埠芹、

精神疾忠などで、内科、外科および精神科病棟に入院している忠者はかなりの数になる。未成年者の

飲酒もI甘えており、小学生や向校生の飲酒は社会的1111題となっているりたばこと |υl様に日動販売機で

脊易に購入できること、飲j附することの社会的認識が薄れていることなど、その??民にあろう)若者

のイッキ飲みに代表される急、性アルコール ~fJ ，'di、ショック状態は、また、飲洞と l喫慨は、薬物;cLJTJ ~こ

先行し、覚岡県剤、有機溶剤治mによる薬物依存に進行する IIJ能性が極めて l白い(平成181f度 厚生労

働科学研究費報告書)口

今川の調査における飲洲については、 6tilJ以ト.の未成年若が洞を飲んでいるという現実には、これ

までさまざまな未成年計の飲酒撲滅運動をしているにも関らず、その効果については疑問視せざるを

得ない。しかも最初に飲糾したという年齢カ{qJ学生あるいはそれ以下の年齢というのも危悦するとこ

ろであり、今後の対策が必要になろう口

飲酒についての正しい理解および、午体に対するさまざまな影響など、小学校、中学校および高等学

校おいて正しく教育する必要があり、喫煙・飲測についての教育講演、シンポジウム、会介、医療十ili

111:活動など、地域における教育的動の i主として強力に進めていかなければならないであろう。

青森県の青年層における飲州状況は喫煙も合めて、他の都道府県の調官結果と比較する必要がある

が、現時点ではなされていない。 我がい|全体としての喫煙・飲洞に閑る現状を理解するうえで、 142、

に検討しなければならないと考える υ いずれにしても喫矧・飲酒の実態は、年齢的にみて早まる傾向

にあり、これに関しては社会状態、環境、教育}j}lなどさまざまな要凶を考えなければならない。こ

れまでにない喫煙・飲測することの II~ しい知識の普及が必要となってくる。

|正|民の健康保持噌進を進めるうえで2000(干成12)年に「健康日本21Jの施策がり'1:.労働省から発

表され、

まな項 11について対応がなされ、 2005(、|勺瓦17)年には、それらの達成度の中間報告がなされた口設

定された数値日椋のほとんどは占森県のみならず他の都道府県でも同様で達成することができず、新

たにいわゆる「メタボリツクシンドローム(内臓脂肪症候群)J施策が浮き上がり、私的および公的機

関を巻き込み、強い安勢で臨むことが要請された口|喫煙・飲洞はこの「メタボリツクシンドローム」

が引き起こす疾忠に強く影特ーすることであり、正保な知識の普及を若年同、青年同しいては小学校低

学年からの教育に盛り込まれなければならないり

N 参考文献

l)i奈坂fLIJら、 A山における IV:年同のl喫慨のdだ態調作 庁森県保健大学雑誌 2009 {r r:1l刷'1
'

2)健康あおもり 21-21 111:紀における県民健康づくり述動- fi阜県健康福祉部地域福祉健康諜 2001年

3)健山あおもり 21-21 "同己における県民健康ーづくり述動 改iIT版 青森県健山制十11:ì~il~保健砕j'1'.課 2007'.1: 
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育科叫における r'j".l引けの飲j内定識について

V 謝辞

青森県鰭康福祉部保健衛泉の依頼によって行われた本研究は、 ft蒜りI~にとり民主な報 ;it として繊

めることができました口これは制に有森県内 6大学学生及び4専門学校学授の総勢2，569名が快くアン

ケート作成に応じてくれた結果であり、深く感謝するものでありま
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!立、riij学説太子t社会福祉学部掛究紀要 第10号(201が

〈飲酒について〉

ます均、?

まで

2 j;J 〉 2才Jよ

3 いいえ→ l1tll¥J1 1へ

2. 

5 

:~. J}JJt、

ようになったのはいつごろ-("-9γJ¥，

2 1[ 1;'正午 :) 1);1校 I!_ ぷ1

で飲みま 迎。

1 1へ

くらし

lま(f'11f.11 2 2~5H 

5 j j 1 1111科バi:
3 illJl 1 1 ~J 1 frl~皮ー

4 Jj 2 ~:~ 

4. 1る てくださ

! ウイスキ~: W・ 日 杯/H

資料

Z ビール・強泡NLj.初日ぴ)ビール:350ml X )本/口

:3 11本NLj: ( 介 H (1 (j'-: 180m!) 

ヰ焼酎:( ) m I H 

5 チニL ウハイ::350ml X 

日 ワイン:( ) m I 

ア その他): ( ) m I 11 

t'tII¥J 5 . な はお削 悼の;iEが増える 1ますか"

;土し、 -ι~ し、し 1 どちら もいえ

ぷi タノtコはi県立 し可

科.ネ)tv~ と食 えたり、 えてi材つ こと りま

， ~t し 1 2 いいえ 3 どちらともいえない

7. あなたは今主でに、i'I分の削吊を減らさなければいけない じた}とが

I:tv ¥ 2 し可し、

も

~) 

質I/U8. あなたは今主でに、)，'iJIJHの人lこf'J分の飲桝について批判|されて附ってことがあり

;支す治、o

はい 2 し、し、ぇ



青森~，tにおけるお婦の飲j内実態について

9. あなた 孝弘 -
E
 -

、
についてよくなし、と感じたり、 をもったこ

どがありますかり

はい 2 いいえ

質問 10. あなたは今までに、~)]桝や迎

はい 2 いいえ

を飲んだことがありますか。

1 1 .飲酒に対してじていることがありましたら、ご¥U人ください。

制I1高力ありがとうございましたω

…悌一


